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西田学園特認校の制度概要西田学園特認校の制度概要 ①①
西田学園特認校制度については、今後の小規模校対策のモデルとして

平成３０年度入学者から先行的に実施。
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西田学園特認校の制度概要西田学園特認校の制度概要 ②②

【３ 募集対象及び募集条件】

下記の条件すべてに当てはまる児童生徒を募集の条件とする。

① 郡山市民であること。
② 平成３０年度義務教育学校１年（小学校１年に該当）及び７年（中学校１年に該当）の入学対象
者。（入学年度のみ。原則として当分の間、全学年や年度途中での募集は行わない。）
③ 原則として、小学部６年間、中学部３年間通学できること。（区域外就学を除く短期間の転入や
理由のない転校は認めない。）
④ 保護者送迎等の保護者の責任により通学できること。
⑤ 西田学園の教育活動やＰＴＡ活動に賛同・協力できること。（書面の提出は求めない。）
⑥ 申請に際しては、事前に西田学園が行う学校見学会や学校説明会参加を必須とする。

なお、中学進学時については、引き続き西田学園中学部へ進学するか住所地の指定校へ進学するかの
いずれかを選択できることを検討する。（現行の通学区域外就学許可基準の改正）
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平成平成3030年度年度西田学園開校時の児童生徒数の推計西田学園開校時の児童生徒数の推計
及び普通学級数の考え方について及び普通学級数の考え方について
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平成平成3131年度年度西田学園の特認校制度による西田学園の特認校制度による
小学部募集人数について小学部募集人数について

【２ 平成３１年度西田学園の特認校制度による小学部募集人数】

（１） 平成３１年度西田学園小学部１年生の定員数
① ３３人を１年生の定員数とする。
（標準法上の１年生の上限は３５人。）

② ①の定員数となった場合には、標準法上の上限である３５人を定員数とする。② ①の定員数となった場合には、標準法上の上限である３５人を定員数とする。
③ ②の場合であっても、小学部及び中学部を併せた普通教室数１４学級を原則確保すること
ができるようにする。

（２） 平成３１年度西田学園の特認校制度による小学部１年生の募集人数
① 平成３１年度の西田学園小学部における特認校制度による募集人数を５人程度とする。
（学区外通学基準による学区外通学者を５人程度と想定。）

② 特認校制度による入学者の決定は、定員数や募集状況、学区外通学者数等を踏まえて、教
育委員会において決定する。（募集人数より増減する場合があり得る。）

（３） 募集開始の時期等
① 新小学１年生に対する入学通知書の発送日（１０月初め）から１か月間とする。
② 募集人数を超えた場合には、募集期間終了後、速やかに公開抽選を行う。

（４） その他
① 西田学園開校時には、放課後児童クラブ（定員４０人（２７人 平成30年５月１日現
在））が開設されたが、現段階では、学区外からの当該クラブへの預け先理由による学区外
許可者の人数が不明であるため、場合によっては、特別教室等から普通教室への転用も考慮
しておく必要がある。

② 西田学園特認校制度及び小学部の特認校制度による募集人数等については、広報こおりや
ま１０月号及びウェブサイト等で周知を図る予定。

【特認校枠の募集人数の算出方法】

【小学部１学年の児童数の定員（３３人を想定）】－【西田地区の学区内の対象児童（２５人（H30.5.1推
計値））】－【兄姉同一などの学区外通学基準で学区外を認められた児童生徒（５人程度を想定）】
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平成平成3311年度年度西田学園の特認校制度による西田学園の特認校制度による
中学部募集人数について中学部募集人数について

【２ 平成３１年度西田学園の特認校制度による中学部募集人数】

（１） 平成３１年度西田学園中学部７年生の定員数（１） 平成３１年度西田学園中学部７年生の定員数
① ６０人（１学級３０人）を７年生の定員数とする。（標準法上の中学校上限は４０人。）
② ①の定員数となった場合には、標準法上の上限である１学級４０人までを定員数とする。
③ ②の場合であっても、小学部及び中学部を併せた普通教室数１４学級を原則確保すること
ができるようにする。

（２） 平成３１年度西田学園の特認校制度による中学部７年生の募集人数
① 平成３１年度の西田学園中学部における特認校制度による募集人数を２０人程度とする。
（学区外通学基準による部活動を理由とした学区外通学者を８人程度と想定。）

② 特認校制度による入学者の決定は、定員数や募集状況、学区外通学者数等を踏まえて、教
育委員会において決定する。（募集人数より増減する場合があり得る。）

（３） 募集開始の時期等
① 新中学１年生に対する入学通知書の発送日（来年１月初め）から１か月間とする。
② 募集人数を超えた場合には、募集期間終了後、速やかに公開抽選を行う。

（４） その他
① 部活動を理由とした学区外通学については、郡山市立学校就学審査会が例年２月中旬とな
るため、学区外許可者の人数が不明であるが、速やかに入学者の決定ができるようにする必
要がある。
② 西田学園特認校制度及び中学部の特認校制度による募集人数等については、広報こおりや
ま１月号及びウェブサイト等で周知を図る予定。

【特認校枠の募集人数の算出方法】

【中学部１学年の生徒数の定員（６０人を想定）】－【西田地区の学区内の対象生徒（３３人（H30.5.1推
計値））】－【部活動等による学区外通学を認められた生徒（８人程度を想定）】
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今後の主な想定スケジュール今後の主な想定スケジュール
（（2018/7/252018/7/25現在）現在）

時期 会議等 内容等

平成３０年８月２３日 ８月教育委員会定例会
小学部・中学部募集人数等
の決定

平成３０年１０月初め
平成３１年度新小学１年生入学
通知書発送・小学部募集開始

特認校制度･小学部募集人数
の周知（広報こおりやま10
月号等）

平成３０年１０月～
平成３１年２月まで

学校見学会・説明会開催
適宜実施（学校において計
画）

平成３０月１１月初め
小学部募集締切･公開抽選・小学
部入学者の決定

第３回郡山市学校教育審議会・
平成３０年１１月

第３回郡山市学校教育審議会・
特別委員会合同会議
１１月教育委員会定例会

小学部の入学者決定状況の
報告

平成３１年１月
新中学１年生入学通知書発送・
中学部募集開始

特認校制度･中学部募集人数
の周知（広報こおりやま１
月号等）

平成３１年２月

中学部募集締切･公開抽選・中学
部入学者の決定
第５回郡山市学校教育審議会・
特別委員会合同会議
２月教育委員会定例会

中学部の入学者決定状況の
報告

平成３１年４月
西田学園義務教育学校前期課程
入学

上記以外に別途二役及び議会への説明を行う予定。
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【１ 平成31年度の西田学園普通学級数及び児童数の考え方】

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

学級数 ２学級 ２学級 １学級 １学級 １学級 １学級 ８学級

人 数 33人 31人 24人 26人 26人 35人 175人程度

学級数 ２学級 １学級 １学級 １学級 １学級 １学級 ７学級

人 数 33人 24人 31人 24人 26人 26人 164人程度

【平成30年度】 平成29年５月１日現
在の推計値を基にした特認校制実施後

の普通学級及び児童数

【平成31年度】 平成30年５月１日現
在の推計値を基にした特認校制実施後

の普通学級及び児童数

区分
小学部

１・２年時は２学級合わせて33人をマックスとする。

（募集は１年のみ。）

※法令上は、標準法における小学校の第１学年の１

学級の児童数のマックスである35人程度まで可能。

３年時には、１学級とし、33人程度

の学級とする。

（４～６年も同様。）


